
告 示

�愛媛県告示第１３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の増減及び同組合の規約の変更を許可した。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 増減等の内容

� 増減内容

愛媛県市町総合事務組合の構成団体である内山衛生事務組合

の解散に伴い、平成２６年３月３１日をもって内山衛生事務組合を

愛媛県市町総合事務組合から脱退させ、また同日をもって愛媛

県市町総合事務組合の構成団体である伊予市を、日本国内で交

通事故により災害を受けた構成団体の住民、又はその遺族の生

活の共済に関する共同処理事務構成団体から脱退させる。

� 規約の変更事項

上記の増減内容に係る規定の変更

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

平成２６年４月１日

� 規約の変更年月日

平成２６年４月１日

３ 増減等の許可年月日

平成２６年１月２９日

�������
�愛媛県告示第１３１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

今治市医師会市
民病院

今治市別宮町七丁目１番
４０号

一般社団法人今
治市医師会

平成２９年
１月２４日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第２５４３号 平成２６年２月７日

平成２６年２月７日金曜日 第２５４３号
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�愛媛県告示第１３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西宇和郡伊方町仁田之浜、河内、湊浦、小中浦、伊方越、亀浦、中

浦、川永田、豊之浦、九町、二見、塩成、三机、川之浜、足成、大

久及び大江地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・伊方地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２６年２月１０日から３月１０日まで

３ 縦覧場所

伊方町役場本庁及び瀬戸総合支所

�������
�愛媛県告示第１３５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字日向谷１５７０、１５７２、１５９３、１６０７の１、１６１１

の１

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市滑川字伊野曽甲８３８の１、甲８３８の３、甲８３９、字シロヘ

山丁２４、字氷谷山丁２５、河之内字井ノ曽甲１３３、甲１３４、甲１３６か

ら甲１４０まで、甲１４２の２、字水谷乙２３２の１、乙２３２の２、乙２３３、

乙２３４、乙２３６、乙２３７の２、乙２３９の１、乙２３９の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字伊野曽甲８３８の１・甲８３９・字シロヘ山丁２４・字井ノ曽甲

１３３・甲１３４・甲１３８・甲１３９・字 水 谷 乙２３２の２・乙２３７の２

（以上９筆について次の図に示す部分に限る。）、字伊野曽

甲８３８の３、字氷谷山丁２５

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

�愛媛県告示第１３３号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

横山病院 西条市小松町新屋敷甲２８
６番地 医療法人倬清会

平成２９年
１月３１日
まで

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

山内クリニック 新居浜市松木町３番３７号 医療法人山内クリニック 精神通院医療 平成２６年
１月１日

オレンジ薬局 西予市三瓶町朝立２番耕地１－４５ 有限会社しみず調剤薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２６年
１月１日

ひなた調剤薬局 松山市本町六丁目３番地 リマージ本
町ビル１階 株式会社エラム 精神通院医療（薬

局）
平成２６年
１月１日

愛 媛 県 報平成２６年２月７日 第２５４３号
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書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

東温市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県中予保健所長

竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター

東温市横河原３６６

院長 岩田 猛

２ 工場の名称及び所在地

独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター

東温市横河原３６６

３ 特定施設に関する事項

� ９１サービス棟（洗濯場）

� ９１サービス棟（看護師休憩室浴室）

�愛媛県告示第１３７号
次のとおり落札者を決定した。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

市道坂下津１号線 九島大橋（上部
工）建設工事

愛媛県土木部管理
局土木管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２６年１月１６日

市道坂下津１号線 九
島大橋（上部工）建設
工事 三菱・宮地共同
企業体
広島県広島市中区江波
沖町５番１号

２，６９５，４６４，０００ 一般競争入札 平成２５年９月１３日

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 ４１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 ４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 －

最大 ０．１

備考 緊急でタオル等が必要となる場合のみ使用

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６８の２号 ロ洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 標準洗濯容量６．０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年５月末日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 ８時３０分～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 １時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 －

最大 ７．２～７．４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 －

最大 １８０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６８の２号 ハ入浴施
設

特 定 施 設 の 能 力 浴槽容量２１０リットル×４基

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年５月末日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 １５時～１９時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ３０分

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．９～７．８

最大 ７．４～７．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

愛 媛 県 報平成２６年２月７日 第２５４３号
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� ９１サービス棟（看護師休憩室浴室）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

９２総合汚水処理施設

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．７

最大 ０．７

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６８の２号 ハ入浴施
設

特 定 施 設 の 能 力 浴槽容量２４５リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年５月末日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 １５時～１９時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ３０分

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．９～７．８

最大 ７．４～７．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．２

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 硝化液循環活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２２０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 １０

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８０

最大 ４６５．１

通常 １８０

最大 ４６５．１

設 置 年 月 日 昭和５２年６月１８日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 硝化液循環活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦３５．４メートル 横２５．５メートル
高さ６．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 ５，１６０人槽

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８０

最大 ４６５．１

備考 この他に、雨水排水口・雨水排水ますが６箇所ある。

愛 媛 県 報平成２６年２月７日 第２５４３号
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�愛媛県告示第１３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山港内宮線 松山市高浜町六丁目１７７７番２

旧 １３．０～１７．０ ０．０９３

新 １７．９～３０．６ ０．０９３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町４１番地２地先から

同町３２１番地６地先まで
平成２６年２月７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三坂松山線
松山市窪野町乙４６番３から

同町乙４５番３まで
平成２６年２月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字宮ノ浦１番耕地１７４番２から

同字１番耕地１９４番２まで

旧 １１．２～２５．８ ０．０７５

新 １４．６～７１．０ ０．０７５

愛 媛 県 報平成２６年２月７日 第２５４３号
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�愛媛県告示第１４５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年２月７日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年１月２９日

３ 指定道路の位置

大洲市白滝甲７２６番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ６１．２０メートル

� 幅員 ４．３０メートル

�������
�愛媛県告示第１４６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年２月７日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年１月３０日

３ 指定道路の位置

大洲市大洲字三ノ丸８８０番６９の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３０．３６メートル

� 幅員 ４．８０メートル

�愛媛県告示第１４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年２月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字宮ノ浦１番耕地１７４番２から

同字１番耕地１９４番２まで
平成２６年２月７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川７０４番２地先から

同大字７０１番２まで
平成２６年２月７日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年１月２８日 ＮＰＯ法人
ライフサポートアゴラ 相 原 輝 久 松山市桑原３丁目１２番２６号 リヴ

ェール桑原２０２号
この法人は、広く一般市民に対して、経済的に
不安を抱える家族（共働き家庭、ひとり親家庭）
等の子育てを支援する事業の一環として、子ど
もに対する学習指導、コミュニケーション能力
アップのためのイベント実施、子育てに関する
講演会・セミナーの開催及び調査・研究事業、
情報誌、機関誌の発行及びホームページの開設
による普及啓発事業を行い広く普及を図るとと
もに、様々な分野で活動している団体との子育
てに関するネットワークを構築することで子ど
もの健全な育成を行う。また、企業や団体との
連携で雇用拡大・就業支援を行うなど共に支え
合う豊かな子育て環境づくりと、安心して子育
てが出来る地域社会の実現に寄与することを目
的とする。

愛 媛 県 報平成２６年２月７日 第２５４３号
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�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり公示する。

平成２６年２月７日

一般財団法人 消防試験研究センター

理事長 鈴 木 良 一

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日 時 受験願書受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第１回

平成２６年

６月２２日（日）

開始時刻 １０時

書面申請 ４月１４日（月）から

４月２４日（木）まで

電子申請 ４月１１日（金）から

４月２１日（月）まで

書面申請

（一財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０‐００１１

松山市千舟町４－５－４ 松山千舟４５４ビル５階

ＴＥＬ．０８９－９３２－８８０８

ＦＡＸ．０８９－９３５－４４８４

受付時間 ８：４５～１７：００（土日、祝日を除く。）

電子申請（問い合わせ先）

（一財）消防試験研究センター 企画研究部電子申請室（本部）

ＴＥＬ．０５７０－０７－１０００（専用）

受付時間 ９：００～１７：００（土日、祝日を除く。）

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット利用

第２回

平成２６年

１０月２６日（日）

開始時刻 １０時

書面申請 ９月１日（月）から

９月１１日（木）まで

電子申請 ８月２９日（金）から

９月８日（月）まで

第３回

平成２７年

２月８日（日）

開始時刻 １０時

書面申請 １２月５日（金）から

１２月１５日（月）まで

電子申請 １２月２日（火）から

１２月１２日（金）まで

２ 受験地・所在地・試験会場及び試験の種類

区 分 受験地 所 在 地 試 験 会 場 試 験 の 種 類 備 考

新居浜市 北新町８－１ 新居浜工業高等学校 甲種、乙種１・２・３・４・５・６類、丙種

平成２６年度から今治

工業高等学校でも全

種類の試験を実施し

ます（第１回・第２

回のみ）。

試験会場は、人数等

の関係により他の場

所に変更することが

あります。

今 治 市 河南町１－１－３６ 今治工業高等学校 甲種、乙種１・２・３・４・５・６類、丙種

第１回
松 山 市 真砂町１ 松山工業高等学校 甲種、乙種１・２・３・４・５・６類、丙種

八幡浜市 古町２－３－１ 八幡浜工業高等学校 甲種、乙種１・２・３・４・５・６類、丙種

西 条 市 周布６５０ 東予高等学校 乙種４類（科目免除なしの場合のみ）、丙種

宇和島市 吉田町北小路甲１０ 吉田高等学校 乙種４類（科目免除なしの場合のみ）、丙種

第２回 第１回と同じです。

第３回 松 山 市
文京町３ 愛媛大学 甲種、乙種１・２・３・４・５・６類、丙種（対象：高校生以外）

真砂町１ 松山工業高等学校 甲種、乙種１・２・３・４・５・６類、丙種（対象：高校生）

３ 受験願書用紙・受験案内等の配付

① （一財）消防試験研究センター愛媛県支部

② 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

③ 愛媛県各地方局消防防災安全室及び各地方局支局総務県民室

④ 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

�公 告

消防設備士試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定により、愛媛県知事から委任された消防設備士試験を次のとおり公示する。

平成２６年２月７日

一般財団法人 消防試験研究センター

理事長 鈴 木 良 一

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

愛 媛 県 報平成２６年２月７日 第２５４３号
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区 分 試 験 日 時 受験願書受付期間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第１回

平成２６年

８月１７日（日）

開始時刻 １０時

書面申請 ６月２３日（月）から

７月３日（木）まで

電子申請 ６月２０日（金）から

６月３０日（月）まで

書面申請

（一財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０‐００１１

松山市千舟町４－５－４ 松山千舟４５４ビル５階

ＴＥＬ．０８９－９３２－８８０８

ＦＡＸ．０８９－９３５－４４８４

受付時間 ８：４５～１７：００（土日、祝日を除く。）

電子申請（問い合わせ先）

（一財）消防試験研究センター 企画研究部電子申請室（本部）

ＴＥＬ．０５７０－０７－１０００（専用）

受付時間 ９：００～１７：００（土日、祝日を除く。）

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット利用

第２回

平成２７年

１月１１日（日）

開始時刻 １０時

書面申請 １１月４日（火）から

１１月１４日（金）まで

電子申請 １１月１日（土）から

１１月１１日（火）まで

２ 受験地・所在地・試験会場及び試験種類

区 分 受験地 所 在 地 試 験 会 場 試 験 の 種 類

第１回 松 山 市 文京町３ 愛媛大学 甲種 特・１・２・３・４・５類、乙種 １・２・３・４・５・６・７類

第２回 第１回と同じです。

３ 受験願書用紙・受験案内等の配付

① （一財）消防試験研究センター愛媛県支部

② 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

③ 愛媛県各地方局消防防災安全室及び各地方局支局総務県民室

④ 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

平成２６年２月７日 発行
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